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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は平成 21 年５月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年６月

25 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１. 変更の理由 

当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行うものであります。 

（１）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の

一部を改正する法律」（以下「決済合理化法という）が平成 21 年１月５日に施

行され、上場会社の株券は一斉に電子化されたことから、株券を前提とした規定

の削除等の所要の変更を行うものであります。また株券喪失登録簿については、

決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成して備

置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。な

お、現行定款第７条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則６条第１

項に基づき、平成 21 年１月５日の同法律の施行日を効力発生日として定款の定

めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。 

 

（２）インターネットの普及を考慮し、利便性向上及び公告手続き合理化のため、当社

の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せやむを得ない事由により

電子公告することができないときの措置を定めるものであります。 

 



２. 定款変更の内容 

変更の内容は、以下の通りであります。 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章  総則 第１章  総則 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載

する方法により行う。 

 

 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告は、電子公告により行

う。ただし、事故その他やむを得ない

事由によって電子公告による公告をす

ることができない場合は、日本経済新

聞に掲載する方法により行う。 

第２章  株式 第２章  株式 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行す

る。 

（削除） 

（株式取扱規程） 

第８条 当会社の発行する株券の種類ならびに株

式の名義書換、その他株式に関する取扱

および手数料は、法令または本定款のほ

か、取締役会の定める株式取扱規程によ

る。 

（株式取扱規程） 

第７条 当会社の株式に関する取扱および手数

料は、法令または本定款のほか、取締

役会の定める株式取扱規程による。 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

（株主名簿管理人） 

第８条  （現行どおり） 

② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所

は、取締役会の決議によって定め、これ

を公告する。 

② （現行どおり） 

③ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、新株予約権原簿およ

び株券喪失登録簿の作成ならびに備置

き、その他の株主名簿、新株予約権原簿

および株券喪失登録簿に関する事務は、

これを株主名簿管理人に取扱わせ、当会

社においては取扱わない。 

③ 当会社の株主名簿、新株予約権原簿の

作成ならびに備置き、その他の株主名

簿、新株予約権原簿に関する事務は、

これを株主名簿管理人に取扱わせ、当

会社においては取扱わない。 

第 10 条～第 49 条 （条文省略） 第９条～第 48 条 （現行どおり） 

（新設） 附 則 

（新設） 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きそ

の他の株券喪失登録簿に関する事務は、平成 22 年

１月５日までこれを株主名簿管理人に取扱わせ、

当会社においては取扱わない。なお、本附則は、

同日の経過後、自動的に削除されるものとする。 



３. 日程 

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 21 年６月 25 日 

定款変更の効力発生日（予定） 平成 21 年６月 25 日 

 

以 上 


